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施策番号272

予算措置の状況

　アジア大洋州地域及び北米地域の青少年を我が国へ招へいし、福島県等の被災地における交流プロ
グラムや被災地視察等を実施するとともに、被災地の青少年を中心に我が国の青少年をアジア大洋州
諸国及び北米へ派遣することを通じて、日本再生に関する外国の理解増進を図り、東日本大震災から
の復興を促進する。

○アジア大洋州地域から約6,800名、北米地域から約1,300名が来日（2013年3月31日時点）し、そのうち
約2,200名（のべ）が福島県を訪問。福島を含む被災地の青少年約2,700名がアジア大洋州・北米地域を
訪問。

【平成23年度（第３次補正）】
・アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流事業　　7,248百万円

施策の内容

アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流（キズナ強化プロジェクト）
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施策の進捗状況及び今後の予定
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【高校生の留学促進事業】
○現在、内定に向け準備中。
【グローバル人材育成の基盤形成事業（うち、異文化理解ステップアップ事業）】
○現在、公募に向け準備中。

平成25年５月

高校生の留学促進・招致 施策番号273
府省庁名
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予算措置の状況

【平成25年度】
・高校生の留学促進事業　122百万円【一般会計】
・グローバル人材育成の基盤形成事業（うち、異文化理解ステップアップ事業） 31百万円【一般会計】

施策の内容

○地方公共団体や高校生の留学・交流を扱う民間団体等が主催する海外派遣プログラムへの参加又
は個人での海外留学により、原則１年間、外国の正規の中等教育機関（高等学校等）に通う高校生300
人を対象に、1人40万円を都道府県を通じて支援する。
○高校生の留学・交流を扱う民間団体が主催する日本招致プログラム（外国で日本語を専攻している
現地の高校生を６週間程度日本に招聘し、日本人高校生等と共に活動・交流してもらう）の参加者115
人を対象に、渡航費等を事業実施団体を通じて支援する。

施策の進捗状況及び今後の予定
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予算措置の状況

留学生の受入れ環境の充実 施策番号274
府省庁名
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【平成25年度】
・留学生の受入れ環境の充実等　29,451百万円の内数【一般会計】

施策の内容

○国費外国人留学生制度（奨学金の給付）や、私費外国人留学生への学習奨励費の給付等を実施。

施策の進捗状況及び今後の予定

○留学生の受け入れ者数：13万7756人（平成24年５月１日現在）
○引き続き、留学生の受入れ環境の充実等を実施し、留学生の受入れを推進する。
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